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学校教育課 ばら教室KANI 

 

修了認定会議 

○一人一人に応

じ、指導記録に

基づいて決め

る。 

日本語が分からない児童・生徒を集中的に指導する施設（取り出し指導） 

ステップ① 

初期指導 

ステップ② 

教科指導 

ステップ③ 

補助指導 

外国人学校など 

広見小 
 

春里小 
 

今渡南小 
 土田小 

帷子小 
 

東明小 
 旭小 
 

南帷子小 
 桜ヶ丘小 
 今渡北小 

兼山小 
 蘇南中 
 

中部中 
 西可児中 
 東可児中 

 広陵中 
 

国際教室３ 
 

国際教室１ 
 

国際教室４ 
 

国際教室３ 
 

･就学案内 

･指定学校 

･入学通知書 

保護者・学校・

市教育委員会

の協議 

･指定学校 

･入学通知書 

＜教育委員会 学校教育課＞ 

＜人づくり課＞  

･多言語通訳による手続きの補助(就学案内、通訳の依頼) 

･学校へ通訳サポーターとして援助 

＜適応指導員＞ 

○国際教室がない学校へ巡

回指導を行う。 

１ 学校生活指導 

・可児市の小中学校紹介 

・持ち物指導 

・給食指導（土田小へ） 

・掃除 

・日課表（学校の日課表） 

２ 日本語指導 

・ひらがな、カタカナ 

・あいさつ、日常会話 

・漢字 

３ 教科指導 

・算数・数学 

・国語（文章） 
 

修了式 

○保護者、学校関

係者が参加し

学習への意欲

を持たせる。 

国際教室担当者会 

転出・退学 

・児童生徒数報

告書 

○ 進路指導 

○ 上級学校見学 

可児市国際交流協会 

多文化共生センター

との連携 

国際教室１ 

 
 

【配慮事項】 

＜転入手続きについて＞ 

◆年齢相当学年に編入する手続きを行う。 

＜中学校３年生の対応について＞ 

◆卒業後の進路を考えて、該当生徒の不利に

ならないように慎重な対応を行う。 

＜小学校新１年生の対応について＞ 

◆１年生は該当小学校に入学する。 

◆日本語に困難のある１年生は入室する。 

＜就学該当年齢以外の児童・生徒について＞ 

◆「ばら教室 KANI」は、小中学校該当児童・

生徒を対象にしている。 

＜学校不適応児童・生徒について＞ 

◆その都度、事例ごとに「ばら教室 KANI」

と相談する。 

＜転出・出国について＞ 

◆「可児市在住外国人の転出等にかかる手続 

要項」に従い、手続きを行う。 

【外国人児童・生徒学習保障事業の沿革】 
平成 2 年度 通訳指導員を配置。 
平成 3 年度 土田小に日本語適応指導教室開設。 
平成 4 年度 外国人児童生徒交流会開始。 
平成 7 年度 今渡北小に日本語適応指導教室開設。 
平成 11 年度 蘇南中に日本語適応指導教室開設。 
平成 15-16 年度 外国人の子どもの教育環境に関す実態調査（行政･民間団体･研究者の

協働研究）を行う。 
平成 17 年度 外国人児童・生徒学習保障事業要綱策定。 

外国人児童生徒適応指導教室「ばら教室 KANI」開設。 
日本語適応指導教室の名称を国際教室に変更。 
国際教室担当者会実施。 
外国人児童生徒コーディネーター、通訳サポーター４名を配置。 

平成 18 年度 外国人児童生徒・保護者への進路説明会実施。 
外国人派遣会社との懇談会実施。 

平成 19 年度 通訳サポーター計５名配置。 
全小中学校の外国人児童・生徒担当者会(含：国際教室担当者会)を実施。 
外国人派遣会社との懇談会を実施。 

平成 20 年度 参議院「少子高齢化・共生社会に関する調査会」に山田豊市長（当時）が
参考人として招致され，「外国人児童・生徒学習保障事業」について報告 
「外国人の就学支援基金」を全国ではじめて市・県・民間により設置。 
通訳サポーターを７名配置、「ばら教室 KANI」に指導助手を１名増員。 
広見小に国際教室を新規開設。 
10 月より京都大学霊長類研究所と連携し、「外国人児童生徒の学習支援プ
ログラム」に関する調査・研究を実施する。 

平成 21 年度 今渡南小に国際教室を新規開設。 
平成 23 年度 中部中に国際教室を新規開設。 
平成 25 年度 「ばら教室 KANI」新築 4 月内覧会実施。 
平成 29 年度 「ばら教室 KANI」増築。 

 
「外国人児童・生徒の学習保障」事業実施基準 

 

                                                    可児市教育委員会 

 ＜目的＞ 

第 1 条 この基準は、可児市教育委員会事務組織等に関する規則（平成 6 年可児市教育委員会規則

第 7 号）第 10 条学校教育課の項第 9 号の分掌事務に関し、外国人児童・生徒の学習保障事業（以

下「本事業」という。）を実施することにより、その初期対応や中長期にわたる計画的な教育環

境の充実を図るため必要な事項を定めることを目的とする。 

 ＜事業体制＞ 

第 2 条 本事業に係る各担当と職務内容は、外国人児童・生徒の学習保障事業実施の手引き（以下

「手引き」という。）別表 1 による。 

＜事業の内容＞ 

第 3 条 本事業は、外国から来日して初めての就学として可児市立小中学校に入学する児童・生徒

の学習指導及び中長期にわたって継続的に外国人児童・生徒の教育を充実するため、次の事業を

実施する。 

（1）外国人児童・生徒に対する学校生活支援及び学習支援を、小中学校の「国際教室」と市内の

「ばら教室 KANI」において行う。学校生活支援は、児童･生徒の状況を考慮し、保護者との懇

談により進める。学習支援は、対象別・目的別に「初期指導」と「教科指導」に分けて実施す

る。各指導内容は、手引き別表 2 による。 

（2）外国人児童・生徒教育担当者会（手引き別表 3 による）を構成し、関係教員等への日本語指

導や各研修会を実施する。 

（3）外国人児童・生徒の教育指導に関する資料室を設け、各種資料の収集や情報の共有化を図る

とともに、調査・研究を行う。 

（4）各関係者との連携を図り、外国人児童・生徒の学習保障に関する総合的な方針案を策定する。 

 ＜国際教室等＞ 

第 4 条 日本語指導や特別な教科指導が必要な外国人児童・生徒が在籍する市内小中学校に、岐阜

県教育委員会との協議により国際教室を置き、担当教諭を配置する。 

2 国際教室を置く小中学校は、外国人児童・生徒の学習指導の全体計画や指導計画を策定し、実

態に応じた教育を行う。 

3 国際教室を置かない小中学校は、校長・教頭・学級担任・教科担任・巡回指導員等と協議し、

カリキュラムの編成や生活・学習の体制を整備する。 

４ 市教育委員会は、国際教室に通訳業務ができる指導助手を派遣する。 

5 市教育委員会は、地域振興課や市国際交流協会等と連携を図るとともに、国際教室等における

相談活動・通訳業務・学習支援等のために、関係者の派遣を求める。 

 ＜ばら教室 KANI＞ 

第 5 条 市教育委員会では、ばら教室 KANI(可児市土田 3795 番地 3)を設置し、外国人児童・生徒

の学校教育で必要な生活指導や初期的な日本語指導を一定期間集中的に実施する。 

2 ばら教室 KANI に、室長・指導助手等を置く。室長は、学校教育課長の指示によりばら教室 KANI

の管理運営と学習支援指導を行う。 

3 ばら教室 KANI への外国人児童・生徒の入室は、当該児童・生徒の教育実態に基づき、保護者

と本人に説明し、在籍校と学校教育課で決定する。入室までの手続きは、手引き別表 4 による。 

4 ばら教室 KANI での修了は、当該児童・生徒の教育実態に基づき、保護者と本人に説明し、修

了認定委員会で決定する。修了認定委員会は、当該児童・生徒の在籍校長・学級担任・国際教室

担当者・指導主事・室長・指導助手・外国人児童・生徒コーディネーターで構成する。 

５ ばら教室 KANI に通学する外国人児童・生徒は、在籍校において健康診断や予防接種を行うと

共に、学校保険「日本スポーツ振興センター保険」に加入する。 

６ ばら教室 KANI への通学方法等は、その保護者の責任とする。 

 ＜外国人児童・生徒コーディネーター＞ 

第 6 条 市教育委員会は、次の職務を行うために外国人児童・生徒コーディネーターを置く。 

（1）外国人児童・生徒の教育に関する学習支援を行う。 

（2）外国人児童・生徒の教育状況に関する調査・研究を行う。 

（3）外国人児童・生徒の教育に関する小中学校への支援・指導・助言を行う。 

（4）外国人児童・生徒の教育に関する関係団体との連絡調整を行う。 

（5）指導助手、巡回指導員、その他協力者への支援・指導・助言を行う。 

 ＜外国人児童・生徒巡回指導員＞ 

第 7 条 市教育委員会は、次の職務を行うために外国人児童・生徒巡回指導員を置く 

（1）国際教室を設置しない小中学校に在籍する児童・生徒への指導援助や保護者への教育相談、

通訳業務、その他必要な業務を行う。 

 ＜外国人児童・生徒の教育に関する資料室＞ 

第 8 条 市教育委員会は、外国人児童・生徒の教育に関する資料室を、ばら教室 KANI 内に設置し、

関係資料等を収集し、調査・研究に資する。 

 ＜外国人児童・生徒の編入・転入学に関する手続き＞ 

第 9 条 外国人児童・生徒の編入・転入学に関する手続きは、手引き別表４による。 

 ＜雑則＞ 

第 10 条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

  附 則 

この基準は、平成 17 年 4 月 1 日から施行する 

 

 

 

平成 4 年  42 人 

平成 5 年  57 人 

平成 6 年  53 人 

平成 7 年  62 人 

平成 8 年  70 人 

平成 9 年  63 人 

平成 10 年  60 人 

平成 11 年  60 人 

平成 12 年  63 人 

平成 13 年  81 人 

平成 14 年 101 人 

平成 15 年 118 人 

平成 16 年 152 人 

平成 17 年 162 人 

 

 

平成 18 年 207 人 

平成 19 年 288 人 

平成 20 年 373 人 

平成 21 年 342 人 

平成 22 年 342 人 

平成 23 年 348 人 

平成 24 年 350 人 

平成 25 年 396 人 

平成 26 年 407 人 

平成 27 年 428 人 

平成 28 年 467 人 

平成 29 年 511 人 

平成 30 年 611 人 

【可児市の外国人児童・生徒数の推移】 

各年４月１日現在 

外国人児童・生徒 

コーディネーター 

○就学案内、就学相談 

○小中学校と連携し，

就学状況を把握 

○各関係者との連絡、

調整など 

○不就学調査 

・市民課と連携 

・就学案内、家庭訪問 

市教委、協会、市との連携 

 ・進路説明会 ・奨学金制度 

国際教室１ 

H30 年 3 月末時点で 682 名が修了 
 

国際教室・事業所懇談会 

外部機関（人材派遣会社等）との連携 

指

定

学

校 

○情報交流と意見交換 

○授業研究、指導方法の交流 

○指導上の課題とその対策 

○外国人児童・生徒教育研修 

○日本スポーツ振興センタ

ー保険 

○給食手続き 

○自転車保険 

○健康診断、予防接種 

○ 健康診断 

○ 検尿、検便等 

国際教室進路説明会･学習会 

 


